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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、経営理念である「顧客第一」、「創造と開拓」、「共生」、「自己責任」を経営の基本とし、「大豊建設株式会社企業行動規範」に基づき、反
社会的勢力を排除する等、取締役、執行役員及び使用人が法令・定款その他社内規程及び社会通念を遵守した行動を定め、株主・顧客をはじめ
とするステークホルダーの要望に応えていきます。

　当社は、企業として社会的使命と責任を果たすとともに、継続的成長と発展を目指すため、企業競争力強化の観点から迅速で適切な経営判断
を行うことが重要であり、経営の透明性を図るためのチェック機能の充実及び公平性を維持することが重要な課題であると考えています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4①】

　社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得るとの認
識に基づき、社内における女性の活躍促進を含む多様性の確保を推進してまいります。

　自主的かつ測定可能な目標については、当社の事業内容、中長期的な企業価値の向上の観点、自社の経営戦略・経営課題との整合性から、
性別・国籍といった「属性の多様性確保」と、経験や知見といった「スキルの多様性確保」について検討中であり、検討結果に基づき目標を設定す
るとともにその進捗状況を今後開示する予定にしております。

　人材の成長を促すことによって企業としての成長にもつながり、人材育成は企業において重要な役割を果たしています。当社グループは、人材
の育成に関する方針として、有価証券報告書（第74期）【サステナビリティに関する考え方及び取組】の項で開示しております。

また、多様性確保に向けた社内環境の整備についても、方針を上記と同じく有価証券報告書（第74期）【サステナビリティに関する考え方及び取
組】の項で開示しております。

　上記の２方針に基づいた実施状況については、今後開示する予定にしております。

【補充原則3-1③】

　当社は中期経営計画（2023～2027年度）で、今後の社会環境変化を予測し、それに対応した事業方針、目指すべき事業形態を明確に示し、計
画の実行に伴う財務戦略について具体的な投資内容を記しております。当社グループの【サステナビリティに関する考え方及び取組】について
は、・ガバナンス／・戦略／・リスク管理／・指標及び目標について有価証券報告書（第74期）で開示しております。

　また、気候変動に係るリスクと収益機会が当社の事業活動や収益にどのような影響を与えるか検証を進めており、CO2削減もその一つの取り組
みとして、現状の排出量をより正確に把握することが出発点との観点から、全国の各作業現場から排出されるCO2を計算するシステムを開発し、
現在そのデータの収集を行っております。収集したデータの分析を行い、上記で示した【サステナビリティに関する考え方及び取組】において、指標
及び目標を設定しました。当社は、気候変動において、TCFD提言に整合したCDP質問回答の要請に対し、回答を行っております。今後、気候変動
に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益に与える影響について、開示してまいります。

【補充原則4-8③】

　当社は取締役会に占める独立社外取締役を半数選任し、独立した客観的立場から経営に対する監督と助言を得ており、支配株主と少数株主と
の利益が相反する取引が行われる場合には取締役会において審議・検討することから、監督機能は十分に発揮されるものと判断しております。ま
た、取締役会における独立社外取締役の比率及び独立性を有する者で構成される特別委員会の設置については引き続き検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】 政策保有株式

　当社は、保有先企業の動向、取引の状況、当該保有株式の市場価額等の状況を踏まえて、当該企業との取引関係の開拓・維持・安定化、提携
関係、その他事業上の関係、地域社会や同業者との関係維持により、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合、政策保有目的で株式
を保有することを基本方針としております。

　当社は政策保有株式の検証を毎年、取締役会において保有銘柄毎に保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか検証するとともに、
中長期的な関係維持、取引拡大等の保有目的に沿っているかを検証した結果を基に個別銘柄ごとに保有の適否を検証し、保有意義が認められ
ないものについては売却を含め検討することとしております。2022年度に実施した検証の結果、保有意義が乏しいと認められた3銘柄について売
却をいたしました。

　また、当社は政策保有株式の議決権行使について、当社の企業価値向上に資するかどうか、保有目的に適うものであるかという観点から判断し
ております。

【原則1-7】 関連当事者間の取引

　取締役が関連当事者と取引を行う場合は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、法令や社内規程に基づき取締役会の承認を必要と
しています。また、当社は、関連当事者取引について重要な事実を法令に従い適切に開示します。

【補充原則2-4①】

　【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。



【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　当社は特定の企業年金基金には加入していませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しております。導入時には運
用機関や運用商品を適切に選定し、研修会を開くなど従業員の資産形成に対する見識を醸成しております。また、新規採用の従業員に対しても
採用時に同様の研修会を開催しております。

【原則3-1】 情報開示の充実

　当社は、金融商品取引法等の関連法令や証券取引所の定める規則に則った適時適切な情報開示を行うとともに、当社ホームページ上での情
報開示等により、情報提供の即時性・公正性を目指すこととし、開示・公表してまいります。

(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社の経営理念及び中期経営計画は、当社ホームページに掲載しています。

・経営理念　https://www.daiho.co.jp/company/philosophy/

・中期経営計画 https://www.daiho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/20230519-medium-term2023-27.pdf

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書「Ⅰ．１．基本的な考え方」に記載しています。また、基本方針
は当社のホームページに掲載しております。

　　・https://www.daiho.co.jp/company/governance/

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書「Ⅱ-1【取締役報酬関係】報酬の額または
その算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　取締役会は経営陣幹部の選任と取締役候補の指名については個々の経歴、業績等（再任の場合は任期中の業績等を含む。）のみならず、優れ
た人格・知見を有し、それぞれの専門分野において高い知見を有する者を指名し、指名報酬委員会において、取締役の多様性等を考慮しつつ、
取締役候補としてふさわしいかどうか審議し、その答申を受けて取締役会で決議し決定しています。

　監査役については、財務・会計、コーポレートガバナンス、リスク管理等に関して相当程度の知見を有し、中立的・客観的立場から監査を行える
者及び最低１名は財務・会計に相当程度精通している者を指名し、監査役会の同意を得た上でその内容を取締役会で決議し決定しております。

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明　

　当社は、取締役及び監査役の候補者についてその略歴及び候補者とする理由を株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しております。
株主総会において取締役及び監査役の解任を提案する場合には、株主総会招集通知の株主総会参考書類に解任理由を記載いたします。

【補充原則3-1③】

　【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。

【補充原則4-1①】

　当社では、経営方針の最終決定・監督機関としての取締役会と経営上重要な事項について取締役会決議の事前審議を行う経営会議、各本部
の責任者・執行役員を設け、経営方針の決定と業務執行の分離を行っております。　　

　取締役会は、取締役会規程に基づき重要事項の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。　　

　経営会議は、経営上重要な事項について取締役会決議の事前審議を行うとともに、業務執行上の意思決定を行っております。

【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　当社は、東京証券取引所の社外役員の独立性判断基準を踏まえ、当社独自の判断基準を策定し、当社ホームページに掲載しております。

　　・社外役員の独立性判断基準　https://www.daiho.co.jp/company/governance/

【補充原則4-10①】

　当社は取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置し、その委員には代表取締役社長及び独立社外取締役2名以上で構成するこ
ととし、独立性・客観性を確保しております。（現在は代表取締役社長及び独立社外取締役6名で構成）また、委員会の委員長は委員の互選により
決定することとし、現在は代表取締役社長が務めております。

　指名報酬委員会は指名に関する委員会と報酬に関する委員会をそれぞれ原則年1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。

指名報酬委員会は後継者計画を含む経営陣幹部・取締役の指名に関する事項及び取締役の報酬に関する事項を審議し、独立した立場から審議
内容を取締役会へ答申しております。

【補充原則4-11①】

　取締役会はその実効性を高めるために、取締役会全体としての知識、経験、能力、多様性等のバランスを考慮して取締役の指名を行うこととし
ております。指名にあたっては独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮問し、その独立した立場からの客観的意見を尊重し、取締
役会において候補者を決定しております。

　なお、取締役会がその機能を発揮するうえで必要とする取締役の専門性や経験を一覧としたいわゆるスキルマトリックスについては、株主総会
の取締役選任議案において開示しております。

【補充原則4-11②】

　社外取締役及び社外監査役をはじめ取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役及び監査役の
業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。取締役及び監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告
書及びコーポレートガバナンス報告書等で毎年開示しております。

【補充原則4-11③】

　当社は、取締役会の機能強化並びに企業価値の向上を目的に、取締役会の実効性について自己評価・分析を行っております。

　自己評価・分析につきましては、外部機関の助言のもと、2023年3月に取締役会の構成員であるすべての取締役及び監査役を対象に、取締役
会の構成、運営、議論、モニタリング機能等10項目に関し、アンケートを実施しました。アンケートへの回答は外部機関に直接回答することで匿名
性を確保し、外部機関からのアンケート集計結果の報告を基に2023年6月開催の取締役会において分析・評価を行いました。

　昨年度の実効性評価により認識した課題への対応状況については以下のとおりです。

・社外役員と事務局とのコミュニケーションが必要、及び提供資料の改善を求める意見を受け、事務局の担当者を増員するとともに資料の電子化
を実施したこと。

・審議内容について経営戦略や経営計画に係る審議に十分な時間が必要との意見を受け、中期経営計画策定においては十分な審議時間を確保



し活発な議論を行うことができたこと。

　一方で今年度の実効性評価の議論においては、

　・運営面において、要望のあった資料の電子化は実施できたものの、資料の構成や重要度の選別や配布時期など更なる工夫が必要。

　・議事において、議案の説明と不明点の確認に時間を要し長時間に及ぶことがあるため、議事進行に更なる工夫が必要。

・取締役会としてのモニタリング機能について、決議事項のフォローやグループガバナンスの状況についての報告を更に強化すべき。

との意見がありました。

　取締役会の実効性は概ね確保できているとの評価に至りましたが、取締役及び監査役からは、取締役会の更なる実効性向上に対する意見が
出されました。

このように、取締役会の課題として認識している事項は多く残っており、今後はこれら事項の検討を進め、取締役会の更なる実効性確保及び機能
強化を図ってまいります。

【補充原則4-14②】

　当社は取締役・監査役が期待される役割・職責を果たすため、その役割・職責に係る理解を深めるために以下の事項を実施することとしておりま
す。

　・社外を含む取締役・監査役がその役割・職責を果たすために必要とする知識の取得に必要な機会の提供、斡旋、費用の負担を行う。

　・社外取締役・社外監査役が当社の事業活動に関しより理解を深める機会を提供する。

【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針

　当社では、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針を以下のとおり定めております。

・株主との対話は、IR担当役員が統括し、決算説明会をはじめとした様々な取り組みを通じて、積極的な対応を心がけております。

・対話を補助する社内の関連部門は、建設的な対話の実現に向け、開示資料の作成、情報の共有など、連携をとり行っております。

・個別面談以外の対話の手段として、機関投資家向け決算説明会を年に２回開催し、社長、ＩＲ担当役員が説明を行っています。また、投資家から
の意見・要望などをもとに、内容の充実を図っております。

・対話において把握した株主の意見は、必要に応じて、社長・IR担当役員に報告しております。

・決算発表前の期間は、沈黙期間として投資家との対話を制限しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社麻生 8,872,092 50.10

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,318,600 7.45

株式会社シティインデックスイレブンス 1,260,031 7.12

住友不動産株式会社 850,000 4.80

第一生命保険株式会社 411,159 2.32

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 386,000 2.18

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 310,652 1.75

大豊建設自社株投資会 191,335 1.08

ＤＦＡ ＩＮＴＬ ＳＭＡＬＬ ＣＡＰ ＶＡＬＵＥ ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ 172,900 0.98

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４ 129,800 0.73

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社麻生　（非上場）

補足説明

【大株主の状況】は、2023年3月31日現在における状況を記載しております。

【大株主の状況】発行済株式総数に対する所有株式数の割合は自己株式を控除して算出しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月



業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

　当社と親会社の株式会社麻生及びそのグループ企業とは、建設資材等の取引がありますが、取引については市場での一般的な条件によって
行うことから、少数株主の利益を害するおそれはないと判断しております。また、取引の内容については定期的に取締役会に報告するとともに、重
要な取引が行われる場合には取締役会で審議・検討してまいります。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

内藤達次郎 他の会社の出身者

藤田和弘 公認会計士 △

大島義孝 弁護士 △

渥美陽子 弁護士

神谷宗之介 弁護士

加藤智治 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



内藤達次郎 ○ ―――

内藤達次郎氏は、長年大手総合商社での実務
経験を有されるとともに、大手IT企業において
経営陣の一人としてマネジメントにあたられた
経験を有しております。事業会社における豊富
な経験とIT分野を中心とした幅広い知見をもと
に、独立した客観的立場からの業務執行の監
督機能強化と経営全般に対する助言がなさ
れ、当社の社外取締役としての職責を果たして
おります。これら知見と経験を当社経営および
取締役会実効性の一層の向上に活かしていた
だきたいことから、引き続き社外取締役候補者
としております。また、独立性の基準にも該当
せず、一般株主と利益相反が生じるおそれもな
いため独立役員として指定しております。

藤田和弘 ○

藤田和弘氏は、公認会計士であり、当社
は同氏が代表を務める藤田公認会計士
事務所に対し特別委員会の報酬の支払
いがあります。ただし、取引の規模、性質
に照らして、株主・投資者の判断に影響を
及ぼすおそれはないと判断されることか
ら、概要の記載を省略します。

藤田和弘氏は、公認会計士としての長年の経
験とともに、ビジネスコンサルタントとして企業
経営に関する経験と専門性の高い知見を有し
ております。独立した客観的立場からの業務執
行の監督機能強化と企業会計・企業財務の専
門的な助言がなされ、当社の社外取締役として
の職責を果たしております。これら知見と経験
を当社経営および取締役会実効性の一層の向
上に活かしていただきたいことから、引き続き
社外取締役候補者としております。また、独立
性の基準にも該当せず、一般株主と利益相反
が生じるおそれもないため独立役員として指定
しております。

大島義孝 ○

大島義孝氏は、弁護士であり、当社は同
氏が代表弁護士を務める東京ベイ法律事
務所に対し特別委員会の報酬の支払い
があります。ただし、取引の規模、性質に
照らして、株主・投資者の判断に影響を及
ぼすおそれはないと判断されることから、
概要の記載を省略します。

大島義孝氏は、社外役員になること以外の方
法で直接会社の経営に関与された経験はあり
ませんが、弁護士としての専門的な知見と豊富
な経験を有しており、他社において社外監査役
を務められております。独立した客観的立場か
らの業務執行の監督機能強化とガバナンスの
視点から経営全般に対する助言がなされ、当
社の社外取締役としての職責を果たしておりま
す。これら知見と経験を当社経営および取締役
会実効性の一層の向上に活かしていただきた
いことから、引き続き社外取締役候補者として
おります。また、独立性の基準にも該当せず、
一般株主と利益相反が生じるおそれもないた
め独立役員として指定しております。

渥美陽子 ○ ―――

渥美陽子氏は、社外役員になること以外の方
法で直接会社の経営に関与された経験はあり
ませんが、弁護士としての専門的な知見と経験
を有しており、他社において社外監査役を務め
られております。独立した客観的立場からの監
督機能と経営全般に対する法務的知見からの
助言がなされ、当社の社外取締役としての職
責を果たしております。これら知見と経験を当
社経営および取締役会実効性の一層の向上に
活かしていただきたいことから、引き続き社外
取締役候補者としております。また、独立性の
基準にも該当せず、一般株主と利益相反が生
じるおそれもないため独立役員として指定して
おります。

神谷宗之介 ○ ―――

神谷宗之介氏は、社外役員になること以外の
方法で直接会社の経営に関与された経験はあ
りませんが、弁護士としての専門的な知見と経
験を有しており、他社において社外取締役を務
められております。独立した客観的立場からの
監督機能と経営全般に対する法務的知見から
の助言がなされ、当社の社外取締役としての
職責を果たしております。これら知見と経験を
当社経営および取締役会実効性の一層の向
上に活かしていただきたいことから、引き続き
社外取締役候補者としております。また、独立
性の基準にも該当せず、一般株主と利益相反
が生じるおそれもないため独立役員として指定
しております。



加藤智治 ○ ―――

加藤智治氏は、経営者としての豊富な経験と
経営全般の知見を有しており、他社において社
外取締役を務められております。これら知見と
経験をもとに独立した客観的立場からの業務
全般にわたる統制と重要事項の決定および業
務執行の監督など、当社の社外取締役として
の職責を果たしております。これら知見と経験
を当社経営および取締役会実効性の一層の向
上に活かしていただきたいことから、引き続き
社外取締役候補者としております。また、独立
性の基準にも該当せず、一般株主と利益相反
が生じるおそれもないため独立役員として指定
しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 1 6 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 1 6 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問
機関として任意の指名報酬委員会を設置している。

当委員会は代表取締役社長と独立社外取締役2名以上を構成員とし、委員長は委員の互選により決定することとしている。

当委員会は指名に関する委員会と報酬に関する委員会をそれぞれ原則年1回開催するほか、必要に応じて随時開催することとしている。

当委員会の事務局として企画本部がこれを担当し、委員会の運営を補助している。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

〈監査役と会計監査人の連携状況〉

監査役は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人から会計監査の結果報告を受け、必要に応じその結果の説明を求め確認しており
ます。会計監査人は、監査役に対して重要な事項については常に報告し、親密な関係を構築しています。

〈監査役と内部監査部門の連携状況〉

監査役と代表取締役社長の直轄部門である監査室は、内部監査の監査計画の内容について報告し、適宜（年数回）会議を開き、監査計画の調整
や監査室が行った内部監査の結果報告等の情報交換を行っています。

また、内部監査の実施後に代表取締役社長に結果報告し、意見書を添付し監査役に対して報告を行っています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名



社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

大角良昭 税理士

武内正一 公認会計士

市場典子 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大角良昭 ○ ―――

大角良昭氏は、長年にわたり国税行政に携わ
れ、税務会計に関する知見と豊富な経験を有し
ており、現在当社の社外監査役として中立かつ
公正な立場で適切な監視・監督を行い、その職
責を十分に果たしていることから、社外監査役
に選任しております。また、独立性の基準にも
該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそ
れもないため独立役員として指定しておりま
す。

武内正一 ○ ―――

武内正一氏は、公認会計士、税理士として企
業会計・財務に関する豊富な知見と経験を有し
ており、現在当社の社外監査として中立かつ客
観的な立場で適切な監視・監督を行い、その職
責を十分に果たしていることから、社外監査役
に選任しております。また、独立性の基準にも
該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそ
れもないため独立役員として指定しておりま
す。

市場典子 ○ ―――

市場典子氏は、公認会計士として公開会社の
会計監査に従事され、豊富な経験と会計・財務
に関する専門的知見を有しており、現在当社の
当社の社外監査役として客観的かつ公正な立
場で適切な監視・監督を行い、その職責を十分
に果たしていることから、社外監査役に選任し
ております。また、独立性の基準にも該当せ
ず、一般株主と利益相反が生じるおそれもない
ため独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 9 名



その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役（社外取締役及び非常勤の非業務執行取締役を除く）に対して、金銭報酬の一部について期間業績に応じて報酬額を決定する業績連動報
酬を支給しております。これに加えて、非金銭報酬としての業績連動報酬（株式報酬）を支給しております。詳細については、本報告書「【取締役報
酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

直前事業年度における当社の役員報酬の額

　取締役１２名に対する支払額が１６０百万円（うち社外取締役６名に２７百万円）であります。

　監査役４名に対する支払額が２９百万円（うち社外監査役３名に１５百万円）であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

１） 基本方針

当社の取締役の報酬は企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締
役の報酬の決定に際しては、明確な支給基準に基づく各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

具体的には業務執行取締役の報酬は、基本報酬（固定の金銭報酬）、会社業績に応じた業績報酬(金銭報酬)、業績に連動した株式報酬(非金銭
報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、月例の基本報酬のみを支払うこととしております。

２）基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

当社の業務執行取締役の基本報酬は、他社水準、従業員給与水準等を勘案した上で定める執行役員の役位に応じた執行給に、取締役としての
監督給等を加算した額を月例の固定報酬としております。

３）業績報酬並びに非金銭報酬等の内容および額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
を含む）

業績報酬は、過去3年平均業績数値及び公表した業績予想数値に対する達成度に応じたインセンティブとして、役位ごとに定めた基準金額に支給
率を乗じて報酬額を決定し、事業年度末時点の役位に応じ年1回7月に支給いたします。

評価指標は連結営業利益及び連結経常利益とし、対象となる事業年度終了後、過去3年平均業績数値に対する達成率を基準に、公表した業績



予想数値に対する達成度を考慮した係数を乗じて、それぞれ0％から最高180％の範囲で支給率を決定いたします。

また、当社の業績、業務執行取締役個々の部門業績及び定性評価に基づき、執行給の±５％の変動額を個人業績連動報酬とし、12等分した金
額を月例として基本報酬と合わせて支給いたします。

なお、2022年6月29日開催の第73回定時株主総会において、基本報酬と業績報酬を併せた取締役の報酬年度限度額を280百万円以内（うち社外
取締役分50百万円以内）とすることが決議されております。

非金銭報酬等は、業務執行取締役の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を用
いた株式報酬制度を導入し、あらかじめ定める役位に応じた基礎金額を基準株価で除した基準ポイントに、業績指標の達成度に応じた支給率を
乗じて算出したポイントを各事業年度末に付与しております。業務執行取締役の退任時に、付与されたポイントの累計数に応じて当社普通株式を
交付いたします。

支給率は、3年間の評価期間における当社TSR（株主総利回り）を東証配当込みTOPIXの成長率で除して算出した係数（0％から150％）及び評価
対象年度のROE（自己資本利益率）の実績に基づき、あらかじめ定めた支給率テーブルの係数（資本コスト未満：0％、資本コスト以上８％未満：10
0％、8%以上10％未満：120％、10％以上：150％）を使用いたします。

なお、2019年6月27日開催の第70回定時株主総会において、取締役に交付する当社普通株式の取得金額として、１事業年度に50百万円を上限と
する拠出金により信託を設定すること等が決議されており、上記方針に基づき株式報酬制度を業績連動型に変更後もこれを継続することとし、202
3年6月29日に開催した第74回定時株主総会において取締役に交付する当社普通株式の取得金額として、1事業年度に50百万円を上限とする拠
出金により信託を設定する旨の議案が決議されております。

４）金銭報酬及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の役位毎の報酬の割合については、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。報酬
の種類ごとの比率は、業績連動部分が100％支給された場合で、概ね基本報酬（60～70％）、業績報酬（20～30％）、株式報酬（10％）といたしま
す。

５）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の基本報酬及び評価指標の達成度により算定される業績報酬、株式報酬の基準金額は役位ごとに定められており、代表取締役社長は、
定性部分を評価した個人業績連動報酬を加えた具体的報酬案を作成し、過半数を社外取締役が占める指名報酬委員会に作成した報酬案を諮問
し、その答申の内容を踏まえて取締役会で決議しております。

②取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の金銭報酬の額は、2022年6月29日開催の第73回定時株主総会において年額280百万円以内（うち社外取締役年額50百万円以内と
決議しております。（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）当該定時株主総会終結時点の取締役の人数は12名（うち、社外取締役は6
名）です。また、当該金銭報酬と別枠で、2019年6月27日開催の第70回定時株主総会において、当社株式の取得金額として、１事業年度に50百万
円を上限とする拠出金により信託を設定すること等を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は4名
です。また、第74回定時株主総会において、取締役の報酬体系の見直しを行い、本制度を業績連動型株式報酬制度に変更のうえで継続すること
を決議しております。

当社監査役の金銭報酬の額は、1983年6月28日開催の第34回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会
終結時点の監査役の員数は4名です。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

個人別の基本報酬の固定報酬部分及び株式報酬については、役位毎に定められており、基本報酬の業績報酬部分については、取締役会決議に
基づき、代表取締役社長がその具体的内容について決定する権限の委任を受けております。この権限を委任した理由は、代表取締役社長が取
締役個々の業務の達成状況等を把握できる立場にあり、上記業績報酬部分の額を決定するにあたり適任と判断しております。取締役会は、当該
権限が代表取締役社長により適切に行使されるように、過半数を社外取締役が占める指名報酬委員会（代表取締役１名、社外取締役6名）に報
酬案を諮問し、代表取締役社長は、その答申に沿って決定しなければならないこととするなどの措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人
別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社は社外監査役のサポート体制として、毎月毎に定例監査役会及び必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、実施状況及び監
査結果等の検討の機会をもっています。また定例及び臨時の取締役会及び経営会議、執行役員会等の重要な会議において業務の執行状況を報
告しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

「取締役会」

取締役会は、取締役６名及び社外取締役６名で構成され、取締役会においてあらかじめ定めた取締役を議長とし、定例取締役会を毎月、臨時取
締役会を必要に応じて開催し、取締役会規程に基づき重要事項の決定を行うとともに業務執行状況の監督を行い、経営監視機能の強化を図って
おります。

「監査役会」

当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役1名及び社外監査役3名で構成され、常勤監査役を議長とし、定例監査役会を毎月、
臨時監査役会を必要に応じて開催し、監査計画の策定、実施状況及び監査結果等を検討、評価しております。また、定例取締役会、臨時取締役
会、経営会議及び執行役員会等の重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役会の意見聴取や資料の閲覧等を行い、取締役会の業務執行
の妥当性を監査しております。

「指名報酬委員会」

指名報酬委員会は代表取締役社長と独立社外取締役の７名で構成され、委員長は委員の互選により決定しております。当委員会は指名に関す



る委員会と報酬に関する委員会をそれぞれ原則年１回開催するほか、必要に応じて随時開催することとしております。指名に関する委員会におき
ましては、取締役及び執行役員の指名に関し、取締役個々の人格、知見、業績等のみならず、取締役会の構成を踏まえた審議を行い、その内容
を取締役会へ答申しております。報酬に関する委員会においては、取締役個々の報酬額の決定方針に基づき作成された取締役個々の報酬案の
妥当性を審議し、その内容を取締役会へ答申しております。

「経営会議」

経営会議は取締役と各本部の本部長等 5名で構成され、経営上重要な事項につきまして取締役会決議の事前審議を行うとともに、業務執行上の

意思決定を行っております。

「執行役員会」

執行役員会は執行役員22名で構成され、定例執行役員会を原則として４ヶ月に１回開催し、取締役会で決定された方針の伝達・指示を行うととも
に業務の執行状況について報告を行っております。

「コンプライアンス推進委員会」

コンプライアンス推進委員会は、監査部門及び法務部門を所管し、内部監査の強化、コンプライアンス教育の徹底等を行っております。

「サステナビリティ委員会」

サステナビリティ委員会は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、当社を取り巻く社会・環境問題をはじめとするサステナビリ
ティを巡る課題について、適切な対応を取るため、取締役会への報告機関として設置しております。同委員会は、代表取締役社長を委員長とし、
企画・管理・土木・建築の４本部長を委員とし、適宜開催している。

「会計監査」

会計監査は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しています。会計監査業務を執行した公認会計士は、岩出博男、田中淳一（いずれも継
続監査年数は７年以内）であり、会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士6名、その他13名です。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、企業としての社会的使命と責任を果たすとともに、継続的に成長と発展を目指すため、企業競争力強化の観点から迅速で適切な経営判
断を行うことが重要であり、経営の透明性を図るためのチェック機能の充実及び公平性を維持することが重要な課題であると考えており、その課
題を対処する最良の組織体制が現在の体制であると考えています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
２０２３年６月２９日開催の第７４回定時株主総会の招集通知は、法定期日の３営業日前
に発送しております。

電磁的方法による議決権の行使 電磁的方法による議決権行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家向けに株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」を採用し
ております。

招集通知（要約）の英文での提供
狭義の招集通知と株主総会参考書類の英訳を東京証券取引所及び自社ホームページに
掲載しております。

その他
株主総会招集通知の発送２日前までに東京証券取引所及び当社ホームページ上にて開
示しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期及び本決算の決算発表後に決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載 決算短信、適時開示資料、決算説明会資料、招集通知、報告書（年２回）

IRに関する部署（担当者）の設置 企画本部及び管理本部総務部においてIRに関する担当を行っております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

行動規範



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社の内部統制システムに関する基本方針については以下のとおりです。

１．当社の取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（１）当社は、当社の取締役、執行役員および使用人（以下「役職員」という）が法令、定款その他社内規程および社会通念を遵守した行動を取る
ため、「大豊建設株式会社企業行動規範」を定め、全役職員に周知徹底させる。

（２）当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令に基づき、内部統制システムを整備し、運用するとともに、法
令等に定められた開示を適時適切に行う。

（３）当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、外部専門機
関と連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

２．取締役の職務の執行に係る文書その他の情報の保存および管理に関する体制

（１）当社は、取締役および執行役員（以下「取締役等」という）の職務の執行に係る文書その他の情報を法令および文書・記録管理規程に基づ
き、適切に作成し、保存および管理を行う。

（２）当社は、取締役会議事録および事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に関する重要な文書については、取締
役等および監査役が必要に応じていつでも閲覧することができるよう保存し、管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　当社は、監査室に定期的に日常の業務執行について内部監査を実施させるものとし、調査結果を社長に報告する。なお、業務執行に関して、
法令または社内規程等に反するおそれのあるリスクが発見されたときは、監査室長は、直ちに社長および関係部門管理者にその旨報告し、関係
部門管理者は、その報告に基づき必要な改善措置をとる。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社は、取締役会で年度経営計画および中期経営計画を定め、取締役等はその目標達成のために効率的に職務執行を行い、定期的にその
進捗状況を取締役会において報告する。

（２）当社は、業務執行の決定にあたり、法令および取締役会規程、経営会議規程、執行役員会規程等の社内規程に従い、審議の効率化および
実効性の向上を図る。

（３）当社は、日常の業務執行については、職務執行規程、職制等に従い、業務遂行に必要な職務の範囲および責任を明確にし、役職員に周知
徹底させる。

５．当社および子会社から構成される企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ 当社の子会社の取締役等の職務執行にかかる事項の報告に関するための体制

　 当社は、当社および子会社の取締役が出席するグループ役員連絡会等を定期的に開催し、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情

報を把握するとともに、グループ全体の情報共有化を図る。

ロ　子会社の損失の危険の管理に関する体制

　 当社は、子会社の事業活動に伴い生じる各種リスクの対応策については、当社が指示する部署において、その対応策を検討し、子会社の取締

役等に対する指導を行うほか、災害等の当社および子会社に共通する事項については、対応マニュアルを整備する。

ハ　子会社の取締役等の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（１）当社は、グループ各社にそれぞれの規模や業態に応じて、適正数の監査役またはコンプライアンス推進担当者を置くよう指導するととも に、

子会社の取締役等および使用人に対し、コンプライアンスの知識を高めるための研修を実施し、コンプライアンス体制の強化を図る。

（２）当社は、グループ役員連絡会等において、グループ全体のコンプライアンスに係る重要事項等につき協議し、情報共有したうえで指導を行うと
ともに、内部統制システムの基本方針に基づき、内部統制システムの継続的な向上を図る。また、当社は、適宜に当社の顧問弁護士により、当社
および子会社の取締役等ならびに使用人に対し研修を行う。

（３）当社は、当社の企業グループ全体に適用される内部通報制度として公益通報者保護規程を定め、外部の弁護士に対して直接通報を行うこと
ができるコンプライアンス・ホットラインを設置する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

（１）取締役会は、監査役会監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するため、監査役の要請に基づき、監査役会と充分に協議し、 監

査役会との合意に基づき、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。

（２）監査役の職務を補助すべき使用人を配置する際、当該使用人は専属とし、監査役の指揮命令のみに服する。また、当該使用人の人事異動、
人事評価、懲戒処分の決定は、あらかじめ監査役会が委任した常勤監査役の同意を必要とする。

７．監査役への報告に関する体制

（１）当社の取締役等は、取締役会、執行役員会等の会議において、監査役に対し、審議事項・決議事項につき、適切な報告を行うために、法令を
遵守し、有効な内部統制の運用および財務内容の適正開示に努める。

（２）取締役等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告する。

（３）監査役が取締役等の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役等は、改善を求められた事項の対応
等およびその進捗状況を監査役に報告する。

（４）当社の子会社の取締役等、監査役および使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反、若しくは不正行為の事実、又は会社に重大な
損失を与える事実、またはその恐れがあることを知ったときは、遅滞なく当社監査役、または当社管理本部長に報告を行い，管理本部長は当社の
監査役に報告するものとする。

（５）当社は、当社の監査役へ前項の報告を行った当社および子会社の役職員に対し、当該報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁
止し、その旨を当社および子会社の役職員に周知徹底する。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認められる重要な会議に出席する。

（２）当社は、監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、速や
か に当該費用または債務を処理する。

（３）当社および子会社の取締役等は、監査体制の実効性を高めるため、監査役の意見を充分に尊重し、監査役の監査に協力する。

（４）監査役は、月１回定期に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換および協議を行うととも
に、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「大豊建設株式会社企業行動規範」において、反社会的行為の根絶を目指し、暴力団対策法の趣旨に則り、暴力団等からの不当な要
求に応じたり、あるいは暴力団等を利用する反社会的行為を行わないこととしています。

　当社は、対応統括部署として本支店に総務部を設置し、管轄警察署との連携により情報収集を行うとともに連絡通報体制を確立しています。行
動規範の遵守マニュアルにおいて反社会的勢力排除に向けた当社の対応を定めており、コンプライアンス推進委員会法務室による社員を体制と
したコンプライアンス教育の開催時に同遵守マニュアルの説明・指導を行う体制の整備をしています。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は下記のとおりです。

当社は「大豊建設株式会社企業行動規範」及び同遵守マニュアルにおいて「企業会計の透明化を図るとともに、株主や投資家等に対して適切な
企業情報を適時に開示する。」こととしており、その実現のために適時開示の社内体制の整備に努めております。

具体的には、決定事実・決算情報・その他の重要な情報については取締役会決議により認識され、その内容は管理本部長を通じて情報取扱責任
者（管理本部総務部長）に連絡されます。発生事実については、当該事実発生により認識され、関連部署の部門長を通じて情報取扱責任者に報
告されます。

情報取扱責任者はこれらの情報について取締役会への付議審査と同時に金融商品取引法をはじめとした諸法令ならびに東京証券取引所の定め
る適時開示規則に基づく開示の必要性の有無、公表の時期、方法の検討を行います。

開示が必要と判断された情報については、取締役会の決議又は代表取締役の承認後、情報取扱責任者が速やかに公表します。

また、インサイダー情報の管理においては、社内規定でその取扱いを定め、役職員のインサイダー取引の未然防止に努めております。
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